
県保健医療部の災害対策組織 

 

茨城県社会福祉協議会、JVOAD

（保健政策課等） （障害福祉課） 茨城DPAT

JMAT、日赤救護班、透析医療の確保 日赤こころのケア班

茨城DMAT、災害拠点病院 （障害福祉課） 障害者施設

ロジスティックチーム

（薬務課） 茨城県薬剤師会 （長寿福祉課） 高齢者施設

茨城県医薬品卸業組合

（健康推進課） （少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課）

児童福祉施設、茨城県助産師会

（生活衛生課）茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 【保健医療部と福祉部の連携について】

茨城県ペストコントロール協会、茨城県葬祭業協同組合 　

（感染症対策課・健康推進課）

感染症指定医療機関、JRAT

　　　　　　　

保健所現地対策班（保健所）

班長：保健所長 　地域災害医療コーディネーター

副班長：保健所次長 　ＤＨＥＡＴ

・地域災害医療連携会議及び関係機関

保健医療部長 福祉部長

防災監（次長） 防災監（次長）

事務局員（保健政策班） 事務局員（福祉政策班）

県災害対策本部
本部長：知事

保健医療部本部  福祉部本部

本庁

救助班・災害ボランティア支援班

災害時小児・周産期リエゾン （福祉政策課） いばらきDWAT

DMAT調整本部 避難行動要支援者（障害者）支援班

医療対策班 DPAT調整本部

茨城県災害医療コーディネーター

薬務班 避難行動要支援者（高齢者）支援班

避難行動要支援者（難病患者）支援班 避難行動要支援者（母子）支援班

市町村 避難所・救護所

〇統括DHEATは、本部の指揮を補佐し被災地保

　健所との連携強化を担う。

○両本部を、同室（保健医療部・福祉部会議

　室）に設置し、両本部にまたがる連絡会議を

　設置することで情報の共有を図る。

○災害医療コーディネーターは、本部室での

　助言及び全体調整を行い、統括DHEATと両

　本部員へ情報を共有するとともに、必要に

　応じて調整連絡会議において報告を行う。

保健予防班

被災地

医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、支援団体（DMAT、DPAT等）、市町村、消防、災害拠点病院等

生活衛生班

統括DHEAT（保健所長会長等）

保
健
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療
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・
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＜災害時対応フロー＞ 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                 

                                                 

         

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ Ｍ Ｉ Ｓ 

（広域災害救急医療情報システム） 

医療機関 

DMAT調整本部 

保健政策課 他都道府県 

県災害対策本部 

⑨DMAT活動報告 

厚生労働省 

市町村災害対策本部 

市町村消防本部 

※DMAT派遣調整等

総合調整・指導 

④派遣調整、 

派遣要請 

⑧転院搬送 

傷 病 者

機

関 

 医療機関 

参集拠点 

保 健 所 

《 被 災 地 域 》 

 DMAT指定 

医療機関  

③被害情報 

被災病院 

⑦DMATによる医療救護活動 

①医療機関情報入力、情報閲覧 

●搬送手段 

DMAT車両、消防車両、 

バス、ヘリ(＊)等 

（事前に緊急車両登録） 

〈後方医療機関〉 

災害拠点病院、救命救急センター、DMAT指定医療機関、 

周産期母子医療センター、小児救急拠点病院、救急告示病院等 

⑦傷病者搬送 

（⑩二次隊・三次隊） 

 

（現地確認、 

被害状況報告） 

①災害モードへ切替え、情報閲覧 

③被害情報 

③被害情報 

⑨DMAT活動報告 

⑥派遣 

 

⑥派遣 

 （⑩二次隊・三次隊） 

 

⑤支援要請 

④派遣調整、 

派遣要請 

⑨DMAT活動報告 
③被害情報 

※個別の病院に出動を行った消防本部、消防本部からの出動要請を受けた病院は、出動後、その旨

を速やかに県に報告する。 

(＊) ヘリコプターについては、県災害対策本部（航空運用調整班）への要請、調整が必要。 
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医政地発 0331第 14号 

令 和 ５ 年 3月 3 1日 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

  

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

                

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について 

 

医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）第30条の４の規定に基づき、が

ん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の５疾病並びに救急医療、災

害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。以下

同じ。）の５事業（以下あわせて「５疾病・５事業」という。）並びに居宅等における医療

（以下「在宅医療」という。）について医療計画に記載することとされています。 

各都道府県が医療提供体制を確保するに当たり、特に５疾病・５事業及び在宅医療につ

いては、①疾病又は事業ごとに必要となる医療機能を明確化した上で、②地域の医療機関

がどのような役割を担うかを明らかにし、さらに③医療連携体制を推進していくことが求

められています。 

医療機能の明確化から連携体制の推進に至るこのような過程を、以下、医療体制の構築

ということとします。 

５疾病・５事業及び在宅医療の医療体制を構築するに当たっては、それぞれに求められ

る医療機能を具体的に把握し、その特性及び地域の実情に応じた方策を講ずる必要がある

ことから、下記のとおり、それぞれの体制構築に係る指針を国において定めましたので、

新たな医療計画作成のための参考としていただきますようお願いします。 

なお、本通知は法第30条の８に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

また、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成29年３月31日付け医政

地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）は廃止します。 

 

 

記 

 

１ 法的根拠 

法第30条の４第４項の規定に基づき、都道府県は、５疾病・５事業及び在宅医療に係

る医療連携体制に関する事項等を医療計画に定めることとされている。 

また、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療体制を各都道府県が構築す

るに当たっては、法第30条の３第１項に基づき厚生労働大臣が定める医療提供体制の確

保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）第

四の二及び三に示すとおり、地域の医療提供施設の医療機能を医療計画に明示すること

により、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進を図る必要がある。 

一方、基本方針第二の二に示すとおり、国は５疾病・５事業及び在宅医療について調

査及び研究を行い、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに求められる医療機能を明
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災害医療コーディネーターとは、災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が

保健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療福祉調整本部並

びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地

の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を

行うことを目的として、都道府県に任命された者である。 

都道府県は、災害時の保健医療提供体制を効率的に調整するため、都道府県の保

健医療福祉調整本部に配置される都道府県災害医療コーディネーターと保健所又は

市町村における保健医療活動の調整等を担う本部に配置される地域災害医療コーデ

ィネーターの両者を整備することが必要である。 

また、都道府県は、災害医療コーディネーターの配置を進めるとともに、訓練へ

の参加や研修の受講を推進することが重要である。 

なお、厚生労働省では、平成 26 年度より都道府県災害医療コーディネーター及

び地域災害医療コーディネーターの養成研修に必要な経費を補助し、災害医療コー

ディネーターの養成及びその能力向上に努めている。 

災害医療コーディネーターの運用や活動内容については、「災害医療コーディネ

ーター活動要領」（平成 31 年２月８日付け医政地発第 0208 第２号厚生労働省医政

局地域医療計画課長通知）を参照されたい。 

(10) 災害時小児周産期リエゾン 

災害時小児周産期リエゾンとは、災害時に、都道府県が小児・周産期医療に係る

保健医療福祉活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療福祉調整本部

において、被災地の保健医療福祉ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等

に係る助言及び支援を行う都道府県災害医療コーディネーターをサポートすること

を目的として、都道府県により任命された者である。 

なお、厚生労働省は、平成 28 年度から災害時小児周産期リエゾン養成研修を実

施し、災害時小児周産期リエゾンの養成に努めている。 

災害時小児周産期リエゾンの運用や活動内容については、「災害時小児周産期リ

エゾン活動要領」（平成 31 年２月８日付け医政地発 0208 第２号厚生労働省医政局

地域医療計画課長通知）を参照されたい。  

(11) 災害薬事コーディネーター 

災害薬事コーディネーターとは、災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が

行う保健医療活動における薬事に関する課題解決のため、都道府県が設置する保健

医療福祉調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本

部において、被災地の医薬品等や薬剤師及び薬事・衛生面に関する情報の把握やマ

ッチング等を行うことを目的として、都道府県において任命された薬剤師である。 

各都道府県において、災害薬事コーディネーターの研修事業等を実施し、災害薬

事コーディネーターの養成及びその能力向上に努めている。 

（12） 業務継続計画（BCP） 

業務継続計画（BCP）とは、災害などの緊急時に低下する業務遂行能力（医療機

関の場合は診療機能）について、その影響を最小限に抑え、早期復旧を可能とする

ための準備体制及び方策をまとめたものであり、平成 23 年に発生した東日本大震

災を踏まえて、「災害発生時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年３

月 21 日付け医政発 0321 第２号厚生労働省医政局長通知）において、全ての医療機

関に、災害対策マニュアル及び業務継続計画を策定することを求めている。 

また、平成 29 年より、災害拠点病院の指定要件に、業務継続計画（BCP）を整備

することを追加している。 
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災害薬事コーディネーター
○ 災害薬事コーディネーターは、災害時に必要な医薬品等の供給管理や被災地の衛生管理を始めとする薬事に関連する
課題の把握・解析・マッチング等を行い、解決を行うものとして都道府県から委嘱等されている。

○ 主な活動内容は、①被災地における医薬品等ニーズ情報収集 ②医薬品等の供給管理 ③支援薬剤師の派遣調整・受入
調整 等である。

○ 主な活動場所は、都道府県庁（保健医療福祉調整本部）、保健所、都道府県薬剤師会本部・支部、市町村（救護所、
避難所）等である。

○ 都道府県の派遣要請等に基づき活動する。
○ 厚生労働省は、災害時の薬剤師の体制整備について、「災害時における薬剤師の対応体制整備事業」や「厚生労働科
学研究」等により、災害時に求められる薬剤師の役割や平時から必要となる準備等の明確化、当該内容を盛り込んだ災
害対応マニュアルの改訂、災害薬事コーディネーター研修プログラムの立案等に向け、取組を進めている。

仮設診療所

◆都道府県薬務課◆
・薬剤師、薬局に関する情報収集
・医薬品等に関する情報収集
・関係機関との調整

◆災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ◆
・医療ニーズと医療資源のマッチング・支援を
効率的かつ効果的に受入れるための受援
体制の整備

◆医薬品卸業者等◆◆都道府県薬剤師会◆

○ 災害時における薬事に関連する課題解決
・資源（医薬品等・薬剤師）及び情報（薬事・衛生面）の
把握とマッチング
・関連する薬事情報の一元管理・解析
・必要とされる場所への薬剤師及び医薬品等の
配備と情報提供
・支援を効率的かつ効果的に受入れるための
受援体制の整備・調整

◆災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ◆

◆日本薬剤師会等◆

調剤薬局
避難所

巡回医療班
医療救護施設

・薬剤師の派遣調整
・運用、マネジメント
・薬事ニーズの共有・解析薬剤師の活動

医 師

看護師

市町村
職員

救護所 医薬品集積所（設置された場合）

状
況
の
変
化
に
応
じ
た

適
切
な
医
療
の
提
供

モバイルファーマシー

協働

都道府県保健医療福祉調整本部

災害時医療救護活動
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茨城県災害薬事
コーディネーター

被災医療機関

避難所

市町村

薬務課

保健医療部本部

保健所

地域薬剤師会

県薬剤師会

薬剤師

医薬品卸組合等

災害時の薬事関連体制の概要

医薬品集積センター

不足情報

派遣依頼
(衛生指導)

県医師会

派遣依頼(JMAT)

供給

連携
協力者募集
助言・指導

派遣

派遣

医薬品等

薬剤師

被災情報

赤十字血液センター等

不足情報

設置
把握

不足情報

仮設調剤所
不足情報

被災薬局

把握

供給依頼

報告

報告 要請

報告

協力依頼

派遣依頼

派遣依頼
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茨城県災害薬事コーディネーターの役割

期待される役割 茨城県災害薬事コーディネーターに求める役割

１．被災地の医薬品等の情報の把握やマッチング 薬務課と連携して医薬品の不足等の情報を把握し、協定に基づく供給依頼（供給品、供給先、供給量
等）について助言を行う

(1) 医薬品集積センター設置場所の検討 ・ 設置場所及び医薬品の選定に関する助言
・ 医薬品の搬入先の選定、各医薬品集積センター及び各仮設調剤所間の在庫調整等
・ 現地において医薬品の仕分け、在庫管理等を行う薬剤師への助言、指導(2) 仮設調剤所設置場所の検討

２．被災地の薬剤師の情報の把握やマッチング 薬剤師会が実施する以下の業務について、全体を把握するとともに助言を行う
・災害支援に協力できる薬剤師（研修受講等の資質を含む。）を把握し、とりまとめる。
・災害支援の要請があった際に、適切な人材を派遣する。
・派遣薬剤師に対して、当該災害に特有の情報や、JMAT帯同のルールなど必要な助言、指導を行う。
その際、必要に応じて資料を作成・配布する。

・派遣調整状況や派遣結果（派遣薬剤師より収集した被災地情報を含む。）を県へ報告する。
(1) 被災地で活動する薬剤師のルールの作成・
周知、助言

３．被災地の薬事・衛生面に関する情報の把握や
マッチング

ー

(1) 薬局等の被災状況の把握 協定に基づき、茨城県薬剤師会において収集した薬局等の被災情報を災害薬事コーディネーターが把
握し、必要な対応を助言する

(2) 衛生面の課題に対する対応 薬剤師会が実施する以下の業務について、全体を把握するとともに助言を行う
・ 衛生指導を行う派遣薬剤師に対して、消毒剤の使用方法や、衛生指導を行うための情報提供、
被災地に入るルールなど必要な助言、指導を行う。その際、必要に応じて資料を作成・配布する。
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